
備 考

目 的

実 施 場 所 今治市消防本部

使 用 期 間

物 品 人形１体、AED１台

【遵守事項】
１　資機材を目的外に使用しないこと。
２　資機材を転貸しないこと。
３　資機材を故意又は過失により紛失し、破損させた場合は、借用者の負担において賠償又
　　は貸出し前の状態に回復しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認め
　　るときは、その全部又は一部を免除する。

（ 木 ） 9 時 0 分返 却 日 時 6 年 1 月 11 日

（ 火 ） 16 時 0 分借 用 日 時 6 年 1 月 9 日

～

6 年 1 月 10 日 （ 水 ） 16 時 0 分

借　用　申　請　書

下記のとおり、資機材の借用を申請します。
なお、借用期間中の資機材の取扱いについては、下記の遵守事項を守ります。

記

（催事名等）

防災訓練

6 年 1 月 10 日 （ 水 ） 10 時 0 分

団 体 名： 今治市消防本部

住　　所： 今治市南宝来町２丁目１－１

責任者名： 今治　太郎

電　　話： 0898-32-6666

資格者名： 今治　太郎
普及員

限定インスト

〇 年 〇 月 〇 日

　（宛先）今治市消防長

記入例


